
議案第１６号 

八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

標記条例を次のように制定する。 

令和４年２月２８日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

記 

八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例の一部を改正する条例 

八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例（平成１７年条例第１８４号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。ただし、改正前の欄に掲げる規定で改正後の欄にこれに対応

するものを掲げていないものは、これを削り、改正後の欄に掲げる規定で改正前

の欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加えるものとする。 

改正後 改正前 

  

（定義） （定義） 

第２条 この条例で「港湾区域」とは、八幡浜市

栗野浦鯛引鼻から１４度３０分に引いた線及び

陸岸に囲まれた海面のうち八幡浜漁港区域を除

いた海面をいい、「港湾施設」とは、港湾区域及

び港湾隣接地域（昭和３８年告示第２６号）内で

市が管理する次の各号に掲げる施設をいい、その

種別は当該各号に定めるものとする。 

第２条 この条例で「港湾区域」とは、八幡浜市

栗野浦鯛引鼻から１４度３０分に引いた線及び

陸岸に囲まれた海面のうち八幡浜漁港区域を除

いた海面をいい、「港湾施設」とは、港湾区域及

び港湾隣接地域（昭和３８年告示第２６号）内で

市が管理する別表第１の施設をいう。 

(1) 外かく施設 防波堤及び護岸  

(2) 係留施設 係船岸、桟橋、岸壁及び物揚場  

(3) 保管施設 野積場及び上屋  

(4) 旅客施設 待合所及び駐車場  

(5) 港湾環境整備施設 緑地  

(6) 臨港交通施設 道路及び橋梁  

(7) 港湾業務施設 事務所及び駐車場  

(8) その他の施設 交流施設用地  

２ （略） ２ （略） 

  

（利用の許可） （利用の許可） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 港湾施設のうち、展望ロビーの利用に当たって

は、市民のまちづくり活動その他地域活性化につ

ながると認められる活動を行う場合又は市長が
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公益上その他特別な事由があると認める場合に

限り、これを許可することができるものとする。 

  

（使用料及び占用料） （使用料、占用料 ） 

第９条 港湾施設を利用し、又は占用する者から

別表第１又は別表第２に定める料金を徴収する。 

第９条 港湾施設を利用し、又は占用する者から

別表第２又は別表第３に定める料金を徴収する。 

 （敷金） 

第１０条 削除 第１０条 八幡浜市観光センター（フェリー旅客

センター部分を除く。）の入居者は、入居の１０

日前までに賃料月額の６箇月分を敷金として納

付しなければならない。 

 ２ 前項に規定する敷金は、これに利子をつけな

い。 

（料金の減免） （料金の減免） 

第１１条 市長は、公益上その他特別の事由があ

ると認めるときは、第９条に定める料金    

を減額し、又は免除することができる。 

第１１条 市長は、公益上その他特別の事由があ

ると認めるときは、前２条に定める料金又は敷金

を減額し、又は免除することができる。 

  

別表第１を削る。 

別表第２を別表第１とし、同表を次のように改める。 
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別表第１ 

港湾施設使用料 

種別 分類及び単位 金額 摘要 

入港料 

総トン数５００トン未満 １トンにつき １．５０円 

 
総トン数５００トン以上１，０００トン未満 １トンにつ

き 
１．０７円 

総トン数１，０００トン以上 １トンにつき ０．６４円 

船客通行料 
旅客（１３歳以上） １人１回につき ２．１３円 

 
旅客（１３歳未満） １人１回につき １．０７円 

貨物通過料 貨物積降し１回ごとに総トン数１トンにつき １６．１円 

⑴ フェリー貨物である輸送機械

は、１台につき大型車８０．２円、

中型車４８．１円、小型車３７．

４円、自動２輪車５．３５円とす

る。 

⑵ 液体貨物については、「トン」

を「キロリットル」と読み替える。 

係船料 

定期船 総トン数１トンにつき ２．１３円 

 不定期船 係留１回（２４時間以内） 総トン数１トンに

つき 
４．２８円 

可動橋使用料 係留１回ごとに総トン数１トンにつき １．０７円  

物揚場使用料 
１平方メートルにつき１日 ４．２８円 

 
１６日以上は利用開始の日から１日 ５．３５円 

野積場使用料 １平方メートルにつき１か月 １１８円 
１月に満たない場合は、 

１日４．２８円／m２とする。 

上屋使用料 

港湾業務ビル １平方メートルにつき１か月 ８４８円 
１月に満たない場合は、 

１日２８．２８円／m２とする。 

内港及び沖新田 １平方メートルにつき１か月 ３２０円 
１月に満たない場合は、 

１日１０．６８円／m２とする。 
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大島行き旅客

待合所使用料 

北浜旅客待合所 １平方メートルにつき１か月 ７１１円 
１月に満たない場合は、 

１日２３．６７円／m２とする。 

沖新田旅客待合所 １平方メートルにつき１か月 ７６１円 
１月に満たない場合は、 

１日２５．３９円／m２とする。 

広告掲示料 
広告用として指定の場所 １平方メートルまでごとに１

か月 
２１３円 

１月に満たない場合は、 

１日７．１３円／m２とする。 

桟橋使用料 市長が別に定める額   

フェリーター

ミナルビル使

用料 

発券事務所 １平方メートルにつき１か月 １，３０２円 １階（１号室及び２号室） 

事務所（その１） １平方メートルにつき１か月 １，０５５円 ２階（１号室）及び３階（３号室） 

事務所（その２） １平方メートルにつき１か月 １，１７２円 ３階（１号室及び２号室） 

売店 １平方メートルにつき１か月 １，２８８円 １階 

レストラン １平方メートルにつき１か月 ８４４円 
２階 

レストランテラス １平方メートルにつき１か月 １４１円 

倉庫（その１） １平方メートルにつき１か月 ９３７円 １階（Ａ号室） 

倉庫（その２） １平方メートルにつき１か月 １，０１６円 １階（Ｂ号室） 

倉庫（その３） １平方メートルにつき１か月 １，０５６円 
３階（Ａ号室、Ｂ号室、Ｃ号室及

びＤ号室） 

展望 

ロビー 

日中（９時から１７時まで １時間につき） １，４７０円 左に掲げるもののほか、備考中３

の項及び４の項に掲げるところに

よる。 

夜間（１７時から２２時まで １時間につき） ２，２００円 

終日（９時から２２時まで） １９，８４０円 

港湾業務ビル

使用料 
事務所 １平方メートルにつき１か月 １，１４２円 

１月に満たない場合は、 

１日３８．０６円／m２とする。 

駐車場使用料 

沖新田駐車場 １台につき１か月 ５，３５０円 
１月に満たない場合は、 

１日１７８．３３円／台とする。 

出島 

駐車場 

駐車を開始した時刻から６０分を超えたときか

ら起算して、１回３０分までごとに １台につき 
６０円 

 

駐車した時刻から２４時間までごとに 上限額 ２，０００円 
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備考 

１ １トン未満又は１平方メートル未満の端数があるときは、当該端数を切

り捨てる。ただし、１件が１トン未満又は１平方メートル未満であるとき

は、これを１トン又は１平方メートルとする。 

２ 別表第１の規定により算出した使用料１件の金額に１０円未満の端数

があるときは、当該端数を切り捨てる。ただし、１件の金額が１０円未満

であるときは、これを１０円とする。 

３ 展望ロビーの利用における次の各号に掲げる行為については、当該各号

に定める額を使用料に加算するものとする。 

⑴ 冷暖房を使用する場合 使用料の３割の額 

⑵ 厨房機器を使用する場合 使用料の１割の額 

⑶ 展望デッキを使用する場合 使用料の３割の額 

⑷ 入場料を徴収して使用する場合又は商品の宣伝、販売等これに類する

目的に使用する場合 使用料の５割の額 

４ 展望ロビーの利用時間については、次の各号に定めるところによる。 

⑴ 利用当日において準備をし、又は片付けを行うために要する時間を含

むものとする。 

⑵ 利用時間に１時間未満の端数があるときは、当該端数を１時間とみな

して計算する。 

⑶ 利用時間を延長した場合は、１時間につき（１時間に満たないときは、

１時間とみなす。）延長した時刻に該当する区分に規定する１時間当た

りの使用料の額を加算する。 

⑷ ９時以前に利用する場合は、１時間につき（１時間に満たないときは、

１時間とみなす。）日中の区分に規定する１時間当たりの使用料の額を

加算する。 
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別表第３を別表第２とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例別表

第１の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料につ

いて適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の

例による。 

 

提案理由 

八幡浜港フェリーターミナルビルの供用開始及び八幡浜市観光センタービ

ルの廃止等に伴い、所要の改正を行うため。 
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